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                平戸市農業委員会第７回総会議事録 

 

１． 開催日時 平成２８年１０月２６日（水） 午前９時３０分から午前１０時３５分 

２．開催場所 平戸市役所３階大会議室 

３．出席委員（２３人） 

   会長         33番 丸田  保     

   会長職務代理者   2番 須藤 豊博 

   委員 

3番 橋村弥壽夫    4番 七種  一郎   6番 山村  茂巳   7番 筒井 幸吉 

8番 本山 勝茂   9番 古里  時夫   10番 岡村 勝彦   12番 川尻  修治 

13番 末永  武好   14番 山下  忠平    15番 塚本 順男    17番 濵﨑 保久 

19番 林    憲冶   20番 藤沢 和正   21番 阿部    榮    22番 石田  勝巳 

23番 濵本  寿光   24番 川村  政幸    25番 横尾  秀雄    27番 松本  一郎   

29番 藤永  和之         

 

４．欠席委員（ ９人） 

1番 吉福  弘実   5番 松尾 正幸  11番 松山  矢市   16番 瀧山    博 

18番 末吉  清彦  26番 大浦 正巳  28番 福田 延之     30番 西川  靖子  

32番 宮田  克幸   

 

５．欠 員（１人）         

  

６・議事日程 

  第１ 開会宣言 

  第２ 会長挨拶 

  第３ 議事録署名委員及び書記の指名 

  第４ 会務報告 

  第５ 議  事 

     議案 第  ３３ 号 農地法第３条の規定による許可申請について 

議案 第  ３４ 号 農地法第４条の規定による許可申請について 

議案 第  ３５ 号 農地法第５条の規定による許可申請について 

議案 第  ３６ 号 非農地証明願について 

議案 第  ３７ 号 第７回農用地利用集積計画(案)について 

  第６ 閉  会 
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７．事務局 

事務局長 吉村 藤夫   参事兼班長 福海 富美子  係長 前川 優博  

主査 浦上 裕希  主査 近藤 裕司 

８．傍聴人の数  なし 

９．公開・非公開の別  公開 

10．会議の概要 

○事務局長  

ただ今から平成２８年度１０月期第７回総会を開会いたします。はじめに会長がご挨拶 

を申し上げます。 

 

○会 長  

皆さん、おはようございます。本日は、平成２８年度第７回１０月期総会にご出席いただ 

き、誠にありがとうございます。いよいよ農作業も後期米の取入れが最終段階に入ってまい 

りましたが、この天候の関係で足踏み状態が続いているようです。何かとご多忙の中であろ 

うと察するわけでございます。 

先ほど、黙祷のご案内を申し上げましたが、去る１４日、私たち農業委員会の仲間で女性 

農業委員であります○○○○さんが、突然の事故によりまして尊い命を落とされたわけで 

ございます。１４日は色々と行事が目白押しでございました。局長と私は長崎市で午後から 

の会議に出席するために、１０時に市役所を出発したわけでございます。また、大島の和牛 

共進会も行われたわけでございます。そして、生月地区の現地調査も１４日午前中というこ 

とでした。事務局の話を聞きますと、○○委員は現地調査に出席であったそうです。ギリギ 

リに駆け込みで来られたそうであります。その内容につきましては、子牛の出産で遅れまし 

たと、あわてて来られたということを聞いております。雄が生まれたと大変喜んで、現地調 

査にも参加された模様でございます。私たちは１４日の会議が終わりましたら、すぐに帰っ 

て来たわけでありますが、局長と市役所で別れて、家に帰って一段落している時に事務局 

から○○委員が亡くなったようですと連絡がありました。それは何かの間違いだろう、もう 

１回確かめてから連絡してくれと話したわけですが、その後、事務局から連絡がありまし 

て、間違いないようだと聞き、びっくりいたしました。事故の内容を把握してもらうために、 

平戸消防署生月出張所に電話を入れて確認させてもらいました。そうしましたら、ちょっと 

した転落事故だということで、大変な事故にあわれたんだなあと思います。○○委員におか 

れましては、平戸市の女性農業委員として、また女性認定農業者を取得されておりますので 

次期の農業委員の女性農業委員のリーダーとしてがんばっていただきたいと期待感をもっ 

ておりました。農業委員として、大変な人材を亡くしました。○○委員を亡くした後の農業 
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委員会への益々のご協力をいただかなければならないと考えております。安らかなご冥福 

をお祈り申し上げたいと葬儀の際に弔辞を読ませていただき、お別れをさせていただいた 

ことを、皆様方にご報告をしておきたいと思います。 

それから、今日の新聞にむこう３ヶ月間の気象状況が気象庁から発表されておりました。 

今年の冬は異常なまでの寒波が到来するのではないかという予想がされております。これ 

は、シベリヤ低気圧が非常に強い勢力を保っているそうです。とにかく沖縄本島まで南下す 

る寒気が大きく見えているそうでございます。そういったことで早めの農作業をしたほう 

がいいのではないか、農作業の管理を十分注意したほうがよいのではないかという情報が、 

今朝の日本農業新聞にありました。皆さんも読んだと思いますが、ご報告しておきたいと思 

います。 

それから、平成２８年度ながさき農林業大賞特別賞ということで大島地区の○○委員が 

「勝乃幸」の生産にご尽力いただいたということで特別賞を受賞されることになりました。 

○○委員におかれましては、手塩にかけて牛を県種雄牛にまで育てあげられたわけであり 

ます。このことは県としましても特別に表彰したいということでありますので、○○委員 

におかれましては授賞式にぜひ出席いただき、栄えある賞を受賞してほしいと思います。 

どうかお体に十分お気を付けいただき、更に前進していただきますようご祈念申し上げま 

す。 

そういったことで、今日も次第に則って議事進行いたします。どうか慎重なるご審議をい 

ただきますようよろしくお願いいたします。 

 

○事務局長   

ありがとうございました。本日は、１番委員、５番委員、１１番委員、１６番委員、１８ 

 番委員、２６番委員、２８番委員、３０番委員、３２番委員より欠席の届出があっておりま 

す。よって、出席委員は委員定数３２名中２３名で定足数以上でありますので、総会は成立 

しております。 

それでは、平戸市農業委員会総会会議規則により、議長は会長が務めることとなっており 

ますので、以降の議事の進行は、会長にお願いいたします。 

 

○議 長  

それでは、早速、議事に入ります。まず、日程第３の議事録署名委員および会議書記の 

指名を行います。平戸市農業委員会総会会議規則第２４条第２項に規定する議事録署名委 

員ですが、議長から指名させていただくことにご異議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 
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○議 長 

それでは、議事録署名委員及び書記の指名をいたします。議事録署名委員に、８番委員と 

９番委員にお願いします。書記には、事務局職員の参事を指名いたします。以上で日程第３ 

を終わります。 

                 

○議 長 

   これより、平成２８年１０月期の会務報告と平成２８年１１月期の行事予定を、事務局長 

 が行います。 

         

○事務局長 

それでは、平成２８年１０月期の会務報告と平成２８年１１月期の行事予定をご報告させ 

 ていただきます。 

議案書の１ページをお開き下さい。 

（１０月会務報告、１１月行事予定を報告） 

 

○議 長  

会務報告が終りましたので、ここで、次回、平成２８年度１１月期の総会日程をあらかじ 

 め決めたいと思います。次回総会を平成２８年１１月２５日金曜日午前９時３０分からとし、 

場所は平戸市役所会議室において行いたいと思いますが、よろしいですか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

異議がないようですので、次回総会を平成２８年１１月２５日金曜日午前９時３０分から 

とし、場所は平戸市役所会議室において行うことといたします。 

 

《 議案第３３号 農地法第３条の規定による許可申請について 》 

○議 長 

  次に、議案第３３号「農地法第３条の規定による許可申請について」を議題といたします。 

事務局より提案説明を求めます。 

 

○事務局 

議案書２ぺージをご覧下さい。議案第３３号「農地法第３条の規定による許可申請につい 
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て」をご説明いたします。 

（議案第３３号１～２番を朗読 パワーポイントを併用して説明 ：２件） 

 

○議 長 

ただ今､事務局より議案第３３号「農地法第３条の規定による許可申請について」、説明が 

終わりましたので、これより質疑を行います。発言のある方は、挙手を願います。 

 

(質疑なし) 

 

○議 長 

   質疑がないようですので、質疑を終結し採決に入ります。議案第３３号「農地法第３条の 

規定による許可申請について」は、原案のとおり決定することにご異議ありませんか。 

 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

○議 長 

   異議がないようですので、議案第３３号「農地法第３条の規定による許可申請について」 

は、原案のとおり決定いたします。 

 

《 議案第３４号 農地法第４条の規定による許可申請について 》 

○議 長 

  議案第３４号「農地法第４条の規定による許可申請について」を議題といたします。 

事務局より議案の説明を求めます。 

 

○事務局 

議案書４ページをご覧下さい。議案第３４号「農地法第４条の規定による許可申請につ 

 いて」をご説明いたします。 

（議案３４号１番を朗読 パワーポイントを併用して説明 ：１件） 

 

○議 長 

ただ今､事務局より議案第３４号「農地法第４条の規定による許可申請について」、説明が 

 終りましたので、ここで、立ち会われた関係委員の補足説明をお願いいたします。 

 

○委 員 
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  １０月１４日午後、事務局、地元委員、申請人代理人と現地調査をしたところです。ただ 

いま事務局から説明があったとおりですが、申請地の西側に共同墓地がございます。葬儀や 

供養もろもろの折のお墓参りの時に、農道に縦列駐車をされまして、大変危険な状況にあり 

ます。今、北松農業高校から国道あるいは国道を通過いたしまして市役所までのメイン道路 

となっているところでありまして、大変通行量も多いということでございます。従いまして、 

申請者が農地の提供をされて、ここに共同墓地の駐車場を設置したいという申請でございま 

す。農地としては、大変優れた農地でございますけれど、私達はやむをえないのではないか 

という判断をしたところでございます。以上です。 

 

○議 長 

ただ今､事務局並びに立ち会われた関係委員からの補足説明が終わりましたので、これよ 

り質疑を行います。事務局並びに担当委員からの説明について、何かございませんか。発言 

のある方は挙手を願います。 

  

○委 員 

  パワーポイントで映し出された図面がありましたが、説明では農地の左側だけ駐車場にす 

るという説明だったと思いますが、田は一面全部転用するのでしょう。後の転用の計画があ 

ると思うのですが、その説明がなかったと思います。 

 

○事務局 

  今の議案は４条許可申請で駐車場への農地転用ですが、同じく５条許可申請で議案を上げ 

ていますので、ご説明したいと思います。 

 

○議 長 

  よろしいですか。他にございませんか。 

 

               （質疑なし） 

 

○議 長 

   他に質疑がないようですので、質疑を終結し採決に入ります。議案第３４号「農地法第４ 

条の規定による許可申請について」は、原案のとおり決定することに、ご異議ありませんか。 

 

(｢異議なし｣の声あり) 
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○議 長 

   異議がないようですので、議案第３４号「農地法第４条の規定による許可申請について」 

は、原案のとおり決定いたします。 

 

《 議案第３５号 農地法第５条の規定による許可申請について 》 

○議 長 

  議案第３５号「農地法第５条の規定による許可申請について」を議題といたします。 

はじめに整理番号８番を除いた案件を議題といたします。事務局より議案の説明を求めます。 

 

○事務局 

議案書５ページをご覧下さい。議案第３５号「農地法第５条の規定による許可申請につ 

 いて」をご説明いたします。 

（議案３５号１～７番を朗読 パワーポイントを併用して説明 ：７件） 

 

○議 長 

ただ今､事務局より議案第３５号「農地法第５条の規定による許可申請について」、説明が 

 終りましたので、ここで、立ち会われた関係委員の補足説明を番号順にお願いいたします。 

 

○委 員 

  整理番号1番について説明いたします。先ほど事務局の説明にありましたとおり、この件 

につきましては７月総会に農業振興地域除外申請がなされて承認いただいた所です。その折 

に、事務局と地元委員６名において現地確認を行いました。宅地への転用ということですが 

周囲の環境としてはなんら問題ないと考えております。隣接する家屋とは距離もありますし 

問題はないと考えております。また、家からの排水等につきましては浄化槽を設置し市道側 

溝に流すということで問題はないと思います。今後の人口減少の中で、将来、農業後継者と 

して見込まれるのではないかと思っております。皆様方のご審議よろしくお願いいたします。 

 

○委 員 

  整理番号２番と３番をあわせて説明させていただきます。先ほど事務局から説明のあった 

とおり、風況観測するための観測塔を建てるということでございます。当日は譲受人と、関 

係業者、そして地元委員で立会いをしました。説明のとおり、今すぐではなくて、風況調査 

によっては、こちらの農地ではなく、将来は山林に風力発電所を建設するための風況調査と 

いうことです。ここから近くで上に登ったところに５基ほど風力発電が動いておりまして、 

風況がいいということの調査であります。当然、譲渡人２人の承諾はもらっておりますので、 
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なんら問題ないのではないかと話し合ってきたところです。また、実際、風力発電の計画を 

する時には、付近には牛舎がありますので、その辺の地域に十分説明することを委員から要 

望いたしました。今回は問題ないと確認しましたので、よろしくお願いします。 

 

○委 員 

  整理番号４番と５番についてご説明いたします。１０月１４日に、地元委員、事務局、申 

請代理人と現地調査をいたしたところです。４番の住宅建設につきましては、先ほどの事務 

局の説明のとおり、一部美容室設置ということで住宅兼店舗という形の建物を建築したいと 

いうことでした。排水につきましては、農道の横にございます既存の排水路に流し込むそう 

です。それから日照につきましては周囲は農地でございますが、譲渡人の所有地であり、な 

んら問題はないと判断しております。 

次に整理番号５番でございますが、今申し上げました整理番号４番への私道設置というこ 

との申請です。「議案第３４号農地法第４条の規定による許可申請について」整理番号１番と 

ともに、地元委員とみてきたわけでございますが、やむを得ないという判断をいたしたとこ 

ろです。ご審議よろしくお願いします。 

 

○委 員 

  整理番号６番の補足説明をいたします。１０月１４日午後、事務局、地元委員、申請代理 

人と現地確認を行いました。この土地の半分は昨年度に農地法第５条申請が出た所で、譲渡 

人は同じなんですが、残り半分の申請がでています。事務局の説明のとおりですが、土地の 

すぐ前には道路、側溝がありますし、合併浄化槽を設置するということです。また、裏に畑 

がありますけれど、譲渡人の土地ですので問題ないと確認してきました。ご審議よろしくお 

願いします。 

 

○委 員 

  整理番号７番の補足説明をいたします。今回の譲受人の農地は昨年までは遊休農地という 

ことで相当草も伸びていましたが、スライドは牛舎を建てるということで草を刈った後で、 

こういう状況になっています。譲受人につきましては、昭和４８年頃に補助事業で造った牛 

舎を買いまして牛を飼育していましたが、建物が老朽化したこともあり、今回補助事業で牛 

舎を建設するということであります。この農地の上の方は山林とか遊休地がありますので、 

ここに牛舎を建てれば遊休地解消になりますし、将来的に増頭するにも上のほうに広げる 

ことができるという立地条件でありますので、全員一致でこの案件については問題ないと確 

認しましたので、ご審議よろしくお願いいたします。 
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○議 長 

ただ今､関係委員からの補足説明が終わりましたので、これより質疑を行います。事務局並 

びに担当委員からの説明について、何かございませんか。発言のある方は挙手を願います。 

  

○議 長 

  よろしいですか。他にございませんか。 

 

               （質疑なし） 

 

○議 長 

   質疑がないようですので、質疑を終結し採決に入ります。議案第３５号「農地法第５条の 

規定による許可申請について」は、整理番号８番を除き、原案のとおり決定することにご異 

議ありませんか。 

 

(｢異議なし｣の声あり) 

 

○議 長 

 次に、同議案の８番を案件といたします。ただし、この案件につきましては、平戸市農業 

委員会総会会議規則第１９条による、議事参与の制限規定により、２７番委員の退席を求め 

ます。 

 

（退席を確認してから） 

 

○議 長 

   それでは、事務局より議案の説明を求めます。 

 

○事務局 

議案書６ページをご覧下さい。整理番号８番をご説明いたします。 

（議案３５号８番を朗読 パワーポイントを併用して説明 ：１件） 

 

○議 長 

ただ今､事務局より説明が終りましたので、ここで、立ち会われた関係委員の補足説明をお 

願いいたします。 
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○委 員 

  整理番号８番の補足説明をいたします。１０月の現地確認の折には現地調査はしておりま 

せん。先ほど事務局が申したとおり、７月期第４回総会の折、農業振興地域除外申請の折に 

現地確認をいたしましたし、内容を把握しておりますので、現地調査をいたしておりません。 

隣接農地も譲受人の所有する農地ということもありますし、施設が出来たあかつきには、被 

害はそう発生しないのではないかと思っております。ただ、３００メートル先に民家がござ 

いますが、その建物は譲受人の弟さんが居住されているところでございます。常識のある方 

ばかりですので、なんら問題にはならないのではないかと考えております。よって、生計の 

資本となる施設でございますので、やむを得ないと判断いたしたところでございます。 

 

○議 長 

  ただ今補足説明が終わりましたので、これより質疑を行います。事務局並びに担当委員か 

らの説明について何かありませんか。発言のある方は挙手をお願いします。 

 

○委 員 

  整理番号８番に対する直接の質問ではありませんが、牛舎を建てる場合に、騒音などの環 

境問題がある時に、公共施設、大島では漁火館などの施設があった場合に、どれくらい離れ 

ていればいいのか。そこの支配人の許可だけで済むのか。基準はあるのか。そのような場合 

に対する説明はないですか。 

 

○事務局 

  施設から何ｍ離さなければいけないとか基準はありません。ただ申請の折に被害防除計画 

を出してもらいますが、その場合に近隣の方の同意を絶対取らなければいけないということ 

はありません。ただ何かあった場合は、申請者の方に責任以って対応してもらうということ 

になりますが、これ以上離れていなければだめですという基準はありません。 

 

○委 員 

  以前に大島地区で牛舎を造っている時にですね、一応、牛舎のし尿がどうしても大雨のと 

き流れるので、牛舎から大きな浦まで側溝を個人的に海水まで持っていって欲しいといって 

いたんですが、その時は、そうしますということで本人から話をもらっていたんですが、結 

局それを造らなかったために共同の池に行くもので、池自体が汚れてしまうんですね。そこ 

らへんが、造ってしまった後でやり直せと言えないので、ある程度基準があるのか確認をし 

ました。 
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○事務局 

  個々のケース対応になると思います。実際、民家に影響があるなどの場合は周りの方に同 

意とかいただいていかなければいけないと思います。ただ全部が全部しなければいけないと 

いうわけではないので、個人、個人のケースで対応させていただきたいと思います。 

 

○議 長 

  他にございませんか。 

 

○委 員 

  以前にも話しましたが、牛舎を建てて規模を大きくすることは喜ばしいことと思います。 

仕事の関係であちこち行くので、時々、上に牛舎があるから汚水が自分の所に流れてきて井 

戸水が使えなくなったと聞くことがあります。この案件に関してはどのようになっているの 

かお尋ねします。 

 

○事務局 

  被害防除計画でいただいているのは、自然発酵による堆肥化して使うと聞いています。先 

ほど説明にもありましたが、周囲は全て譲受人の農地ですので、そういう問題はないかと思 

われます。 

   

○委 員 

  わかりました。 

 

○議 長 

  ほかにありませんか。 

 

               （質疑なし） 

 

○議 長 

   他に質疑がないようですので、質疑を終結し採決に入ります。議案第３５号「農地法第５ 

条の規定による許可申請について」整理番号８番につきまして、原案のとおり決定すること 

にご異議ありませんか。 

 

(｢異議なし｣の声あり) 
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○議 長 

   異議がないようですので、議案第３５号「農地法第５条の規定による許可申請について」 

整理番号８番について、原案のとおり決定いたします。それでは２７番委員の入場を求めま 

す 

 

（入場を確認してから） 

 

《 議案第３６号 非農地証明願について 》 

○議 長 

次に、議案第３６号「非農地証明願について」を議題といたします。事務局の提案説明を 

求めます。 

 

○事務局 

議案書７ページをご覧下さい。議案第３６号「非農地証明願について」を説明いたしま 

す。 

（議案第３６号１番を朗読、パワーポイントを併用して説明：１件） 

 

○議 長 

ただ今､事務局より議案第３６号「非農地証明願について」の説明が終わりましたので、 

ここで、立ち会われた関係委員の補足説明を番号順にお願いします。 

 

○委 員    

  整理番号１番について補足説明いたします。１０月１４日午前中、現地調査をいたしまし 

た。事務局、北部地区委員、申出人代理人で確認したわけですけれど、確かに申請農地は最 

後まで作ったのが畑だったと記憶しています。以前仕事の関係で行ったことのある農地であ 

りました。確かに昭和６３年までは芋と麦を作付けされておりました。それ以降が荒れたん 

ではないかと思います。側を通る道は、以前は砂利道で細い道路が走っていて、池がありま 

して、その下に田がありました。それが、住宅地になり拡張され、また道が出来て、池が半 

分に埋め立てられましたので、水が出ない、汚水が来るということで、田んぼをやめられた 

と思います。現在は猪の巣になっております。私が歩いた所も猪が作った道を歩いていった 

わけで、とても農地として使える状況ではないと判断いたします。ご審議の程よろしくお願 

いいたします。 

 

○議 長  
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ただ今､補足説明が終わりましたので、これより質疑に入ります。事務局並びに地区担 

当委員からの説明について、何かございませんか。発言のある方は、挙手を願います。 

 

                （質疑なし） 

 

○議  長  

質疑がないようですので、質疑を終結し、採決に入ります。議案第３６号「非農地証明 

願いについて」は、原案のとおり、非農地として証明することにご異議ございませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長 

異議がないということですので、議案第３６号「非農地証明願いについて」につきまし 

ては、原案のとおり、非農地として証明することに決定いたします。 

 

《 議案第３７号 第７回農用地利用集積計画（案）について 》 

○議 長 

 それでは、議案第３７号「第７回農用地利用集積計画(案)について」を議題といたします。 

事務局の提案説明を求めます。 

 

○事務局 

議案第３７号 「第７回農用地利用集積計画（案）について」を説明いたします。議案書９ぺ 

 ージをお願いします。利用権設定各筆明細(賃借権)１年から３年になります。 

(整理番号１番を朗読：１件) 

次に議案書１０ページをご覧ください。利用権設定各筆明細(賃借権)１０年になります。 

(整理番号１番を朗読：１件) 

次に議案書１１ページをご覧ください。利用権設定各筆明細（使用貸借権）になります。 

(整理番号１番を朗読：１件) 

 

○議 長  

ただ今、事務局より議案第３７号 「第７回農用地利用集積計画（案）について」の説明が終わ 

りましたので、これより質疑を行います。何かございませんか。 

 

                 (質疑なし) 
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○議 長 

  質疑がないようですので、質疑を終結し、採決に入ります。 

  議案第３７号 「第７回農用地利用集積計画（案）について」は、原案のとおり決定することにご 

異議ありませんか。 

 

                 (「異議なし」の声あり) 

 

○議 長 

    異議がないということですので、議案第３７号「第７回農用地利用集積計画（案）につい 

て」は原案のとおり決定いたします。 

 

○議 長  

   以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたしました。 

お諮りいたします。本総会において議決されました各案件について、その字句、その他の 

整理を要するものにつきましては、その整理を議長に委任願いたいと思います。これにご異 

議ありませんか。 

 

（「異議なし」の声あり） 

 

○議 長    

異議なしと認めます。よって、本総会において議決された案件の整理については、これ 

を議長に委任する事に決しました。 

以上で、本日の議案の審議ならびに報告事項はすべて終了いたしました。 

 

○議  長 

以上をもちまして、平戸市農業委員会平成２８年度１０月期、第７回総会を閉会いたしま 

す。 

    

―  午前１０時３５分終了 ― 

 

11．議事録の公開  

   公開する 

 

12．会議配布資料の名称 
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